
　
　
　

電
波
法
及
び
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱 

（
傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
） 

第
一　

電
波
法
の
一
部
改
正
関
係　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
一
条
関
係
） 

　

一　

特
定
高
周
波
数
無
線
局
を
開
設
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
を
価
額
競
争
に
よ
り
選
定
す
る
制
度
の
整
備 

１  

同
一
の
周
波
数
を
使
用
す
る
相
当
数
の
無
線
局
を
一
定
の
区
域
に
お
い
て
一
体
的
に
運
用
す
る
た
め
に
開
設
す
る
無

線
局
で
あ
っ
て
総
務
大
臣
が
公
示
す
る
六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
（
以
下
「
特
定
高
周
波

数
無
線
局
」
と
い
う
。
）
の
免
許
の
申
請
は
、
総
務
大
臣
が
公
示
す
る
期
間
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
こ
と
。 

２　

総
務
大
臣
は
、
特
定
高
周
波
数
無
線
局
に
つ
い
て
、
当
該
無
線
局
の
開
設
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
価

額
競
争
（
参
加
者
に
入
札
又
は
競
り
の
方
法
に
よ
り
納
付
す
る
意
思
の
あ
る
金
銭
の
額
の
申
出
を
さ
せ
、
最
も
高
い
価

額
を
申
し
出
た
参
加
者
を
落
札
者
と
し
て
決
定
す
る
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
が
電
波
の

公
平
か
つ
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
価
額
競
争
の
実
施
に
関
す
る
指
針

（
以
下
「
価
額
競
争
実
施
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 



３　

総
務
大
臣
は
、
価
額
競
争
に
お
け
る
落
札
者
に
つ
い
て
、
周
波
数
及
び
周
波
数
の
使
用
区
域
を
指
定
し
て
、
特
定
高

周
波
数
無
線
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
認
定
を
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

４　

特
定
高
周
波
数
無
線
局
の
開
設
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
特
定
高
周
波
数
無
線
局
開
設
者
」
と
い
う
。
）

は
、
価
額
競
争
実
施
指
針
に
定
め
る
納
付
の
期
限
ま
で
に
落
札
金
（
価
額
競
争
に
お
け
る
落
札
者
が
納
付
す
べ
き
金
銭

を
い
う
。
）
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

５　

認
定
特
定
高
周
波
数
無
線
局
開
設
者
が
総
務
大
臣
が
指
定
し
た
周
波
数
及
び
周
波
数
の
使
用
区
域
に
お
い
て
開
設
す

る
特
定
高
周
波
数
無
線
局
の
免
許
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
１
の
期
間
内
に
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

６　

政
府
は
、
４
に
よ
り
納
付
さ
れ
る
落
札
金
の
収
入
の
見
込
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
予
算
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
総
務
大
臣
が
専
ら
六
千
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
の
能
率
的
な
利
用
の
増
進
を
目
的
と
し
て
行
う
特

定
の
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
財
源
に
充
て
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二　

無
線
局
の
免
許
状
等
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
に
関
す
る
制
度
の
整
備　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

１  

無
線
局
の
免
許
状
等
の
デ
ジ
タ
ル
化 

㈠　

総
務
大
臣
は
、
無
線
局
の
免
許
を
与
え
た
と
き
、
又
は
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
免
許
又
は
当
該
登



録
（
以
下
「
免
許
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
以
下
「
免
許
記
録
等
」
と
い
う
。
）

を
作
成
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当
該
免

許
等
に
係
る
免
許
人
又
は
登
録
人
（
以
下
「
免
許
人
等
」
と
い
う
。
）
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
免
許
記
録
等

に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
当
該
免
許
等
の
有
効
期
間
中
、
当
該
免
許
人
等
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

㈡　

免
許
人
等
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
免
許
記
録
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

２　

登
録
検
査
等
事
業
者
の
登
録
証
等
の
デ
ジ
タ
ル
化 

㈠　

総
務
大
臣
は
、
登
録
検
査
等
事
業
者
に
係
る
事
項
を
登
録
検
査
等
事
業
者
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

㈡　

総
務
大
臣
は
、
登
録
検
査
等
事
業
者
に
つ
い
て
、
登
録
検
査
等
事
業
者
登
録
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
て
い
る
一
部

の
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

３　

国
の
機
関
等
に
対
す
る
免
許
等
関
連
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
義
務
付
け 



国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
及
び
包
括
免
許
人
そ
の
他
の
相
当
数
の
無
線
局
を
開
設
し
て
い
る
者
と
し
て
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
免
許
の
申
請
等
の
関
連
手
続
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

　

三　

電
波
利
用
料
制
度
の
見
直
し
関
係 

　
　

１　

免
許
人
等
が
電
波
利
用
料
と
し
て
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
の
改
定
を
行
う
こ
と
。 

２　

電
波
利
用
料
の
使
途
と
し
て
、
大
規
模
災
害
に
備
え
る
た
め
の
電
気
通
信
業
務
用
基
地
局
に
係
る
電
気
通
信
設
備
の

整
備
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、
周
波
数
割
当
計
画
又
は
基
幹
放
送
用
周
波
数
使
用
計
画
の
変
更

に
よ
り
周
波
数
を
共
同
利
用
す
る
こ
と
と
す
る
場
合
に
も
給
付
金
の
支
給
等
を
可
能
と
し
、
ま
た
、
代
替
有
線
設
備
へ

の
変
更
に
係
る
無
線
設
備
の
変
更
の
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
免
許
人
そ
の
他
の
無
線
設
備
の
設
置
者
に
対
し
て
も
、
当

該
工
事
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
等
を
可
能
と
す
る
こ
と
。 

四　

成
層
圏
等
に
開
設
さ
れ
る
携
帯
電
話
基
地
局
の
実
用
化
に
伴
う
規
定
の
整
備 

成
層
圏
等
の
上
空
に
開
設
さ
れ
る
携
帯
電
話
基
地
局
が
実
用
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
電
気
通
信
業
務
用
基

地
局
と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
の
開
設
場
所
に
つ
い
て
、
陸
上
に
地
表
又
は
水
面
か
ら
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
高
さ



の
空
域
を
追
加
す
る
こ
と
。 

五　

船
舶
へ
の
開
設
を
要
す
る
無
線
局
の
範
囲
の
拡
大
に
伴
う
規
定
の
整
備 

船
舶
安
全
法
に
基
づ
き
船
舶
へ
の
開
設
が
義
務
付
け
ら
れ
る
無
線
局
の
範
囲
の
拡
大
に
伴
い
、
総
務
省
令
で
定
め
る
船

舶
地
球
局
に
つ
い
て
免
許
の
有
効
期
間
を
無
期
限
と
す
る
こ
と
等
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。 

六　

伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
指
定
範
囲
の
拡
大
関
係 

洋
上
風
力
発
電
施
設
等
の
水
上
の
工
作
物
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
伝
搬
障
害
防
止
区
域
（
重
要
無
線
通
信

の
確
保
を
図
る
た
め
高
層
建
築
物
等
に
つ
い
て
総
務
大
臣
が
電
波
の
伝
搬
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
得
る
区

域
を
い
う
。
）
と
し
て
指
定
可
能
な
区
域
に
つ
い
て
、
水
上
を
追
加
す
る
こ
と
。 

  

七　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。 

第
二　

放
送
法
の
一
部
改
正
関
係            

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

           

（
第
二
条
関
係
） 

一　

基
幹
放
送
事
業
者
の
認
定
証
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
関
す
る
制
度
の
整
備 

１　

総
務
大
臣
は
、
基
幹
放
送
の
業
務
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
に
係
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
以

下
「
認
定
記
録
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当
該
認
定
に
係
る



認
定
基
幹
放
送
事
業
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
認
定
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
当
該
認
定
の
有
効
期

間
中
、
当
該
認
定
基
幹
放
送
事
業
者
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ

と
。 

２　

認
定
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
認
定
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
証
明
し
た
書
面
の
交
付
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

二　

特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
等
が
中
継
地
上
基
幹
放
送
局
を
廃
止
す
る
際
の
規
律
の
整
備 

１　

特
定
地
上
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
は
、
地
域
の
人
口
の
著
し
い
減
少
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
中
継
地
上
基
幹
放
送
局
を
や
む
を
得
ず
廃
止
す
る
と
き
は
、
当
該
中
継
地
上
基
幹
放
送
局
を
用
い
た
基
幹
放
送
を
受

信
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
地
域
に
お
い
て
、
当
該
基
幹
放
送
に
係
る
放
送
番
組
を
引
き
続
き
視
聴
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

２　

地
上
基
幹
放
送
の
業
務
を
行
う
基
幹
放
送
事
業
者
は
、
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
又
は
当
該
基
幹
放
送
事
業
者
と
第
百

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
送
局
設
備
供
給
契
約
を
締
結
す
る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
が
１
の
措
置
を
講
じ
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
措
置
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す



る
こ
と
。 

三　

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
。 

第
三　

そ
の
他　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
関
係
） 

　

一　

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
、
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。 

　

二　

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。


